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町

の

善

行

者

を

褒

賞

=
明
る
い
町
づ
く
り
に
区
長
か
ら
=

去
る
四
月
二
十
一
日
明
る
い
町

づ
く
り
に
人
知
れ
ず
努
力
し
た
町

の
善
行
者
に
岡
崎
区
長
か
ら
記
念

品
を
贈
り
ま
し
た
。

暗
い
事
件
や
悪
い
報
せ
は
か
く

し
て
も
伝
わ
り
ま
す
が
、
よ
い
行

い
、
明
る
い
話
題
は
な
か
な
か
人

に
知
ら
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
の

隠
れ
た
善
行
者
を
褒
賞
し
て
明
る

い
町
づ
く
り
の
一
助
と
し
た
い
と

区
で
は
、
町
か
ら
善
行
者
の
推
せ

ん
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

今
回
学
校
長
や
町
の
方
々
か
ら

推
せ
ん
さ
れ
た
方
の
う
ち
次
の
六

名
の
方
が
褒
賞
を
う
け
ま
し
た
。

磯
貝
房
子
さ
ん
(
1
7才
)
事
務
員

五
反
野
南
町
一
七
九
三

中
林
栄
子
さ
ん
(
1
7才
)
事
務
員

千
住
二
丁
目
一
八

二
人
共
都
立
足
立
高
校
定
時
制

に
通
う
か
た
わ
ら
、
昨
年
二
月
か

ら
毎
週
土
曜
日
の
午
後
「
区
立
健

全
の
家
」
の
子
供
た
ち
の
た
め
に

ソ
ロ
バ
ン
を
教
え
て
く
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
気
持
の
や
さ
し
い
お
ね

え
さ
ん
た
ち
を
、
施
設
の
子
供
は

非
常
に
し
た
つ
て
い
ま
す
が
、
二

人
も
ま
た
、
薄
給
の
中
か
ら
費
用

を
出
し
合
い
、
子
供
を
都
内
見
物

に
連
れ
て
い
つ
た
り
、
友
愛
に
と

ぼ
し
い
子
供
た
ち
の
心
の
灯
と
な

つ
て
い
ま
す
。

太
田
正
弘
君
(
1
4才
)
1
1中
2
年

四
ツ
家
町
一
七
一

母
と
兄
弟
の
四
人
暮
ら
し
で
家

計
を
助
け
る
た
め
新
聞
配
達
の
ア

ル
バ
イ
ト
を
し
て
い
ま
す
が
、
去

る
二
月
十
一
日
早
朝
、
新
聞
配
達

の
途
中
、
三
人
組
の
強
盗
を
見
つ

け
パ
ト
カ
ー
に
連
絡
し
た
の
で
犯

人
は
三
十
分
後
に
ス
ピ
ー
ド
逮
捕

す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

水
落
益
枝
さ
ん
(
3
7才
)
主
婦

栗
原
町
一
六
九
七

ご
自
分
の
お
子
さ
ん
を
は
じ
め

自
宅
付
近
の
子
供
た
ち
が
約
一
キ

ロ
離
れ
た
区
立
栗
原
小
学
校
に
通

つ
て
い
ま
す
が
、
途
中
の
東
武
線

無
人
踏
切
り
は
事
故
が
多
く
、
学

童
事
故
防
止
の
た
め
に
、
昨
年
四

月
か
ら
毎
日
集
団
登
校
を
指
導
し

て
児
童
た
ち
の
安
全
を
は
か
つ
て

い
ま
す
。

吉
野
恵
子
ち
や
ん
(
9

才
)

下
谷
中
町
四
九
(
東
淵
江
小
四

年
)
　

近
所
に
住
む
身
体
の
不
自

由
な
お
友
達
を
、
入
学
以
来
一
日

も
か
ゝ
さ
ず
学
校
の
送
り
迎
え
を

し
て
や
つ
て
い
ま
す
。
二
年
生
ま

で
は
机
を
並
べ
て
面
倒
を
み
、
ま

た
、
先
生
と
父
兄
と
の
連
絡
ま
で

し
て
あ
げ
、
遠
足
の
時
な
ど
常
に

手
を
引
い
て
そ
の
友
愛
は
涙
ぐ
ま

し
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

臼
井
輝
子
さ
ん
(
2
0
才
)

新
田
二
丁
目
四
(
鮮
魚
販
売

業
)
　

去
る
三
十
四
年
亡
く
な
つ

た
父
親
に
代
つ
て
一
家
の
柱
と
な

り
、
母
親
を
助
け
な
が
ら
幼
い
弟

妹
七
人
の
面
倒
を
み
て
い
ま
す
。

朝
早
く
か
ら
千
住
の
魚
河
岸
へ
仕

入
れ
に
出
か
け
、
一
日
中
休
む
暇

な
く
働
い
て
い
る
の
で
町
内
で

は
、
模
範
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

(写
真
は
区
長
か
ら
記
念
品
を

贈
ら
れ
る
町
の
善
行
者
)

国
民
年
金
保
険
料
の

納
入
が
始
ま
り
ま
し
た

四
月
一
日
か
ら
き
よ
出
制
国
民

年
金
が
始
ま
り
保
険
料
を
納
入
し

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
老
後
の
幸
せ
の
た
め
の
こ
の

国
民
年
金
を
育
て
て
ゆ
き
ま
し
よ

う
。
保
険
料
は
次
の
よ
う
に
し
て

納
め
て
下
さ
い
。

◎
保
険
料
は
、
満
2
0才
か
ら
満
3
4

才
ま
で
は
月
額
百
円
満
3
5才
か
ら

は
月
額
百
五
〇
円
で
す
。

◎
納
め
る
方
法
は
、
区
役
所
又
は

出
張
所
の
窓
口
で
買
つ
た
国
民
年

金
印
紙
を
国
民
年
金
手
帳
に
は
つ

て
、
消
印
(
検
認
)
を
し
て
も
ら

う
ス
タ
ン
プ
方
式
で
す
。
国
民
年

金
印
紙
を
手
帳
に
は
つ
た
だ
け
で

は
納
め
た
こ
と
に
な
り
ま
せ
ん
か

ら
、
必
ず
区
役
所
又
は
出
張
所
の

窓
口
で
消
印
(
検
認
)
を
し
て
も

ら
つ
て
く
だ
さ
い
。

◎
保
険
料
の
納
期
は
、
四
月
か
ら

六
月
ま
で
の
分
は
七
月
末
日
、
七

月
か
ら
九
月
ま
で
の
分
は
十
月
末

日
、
十
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
分

は
一
月
末
日
、
一
月
か
ら
三
月
ま

で
の
分
は
四
月
末
日
と
な
つ
て
お

り
ま
す
。

◎
保
険
料
は
、
印
紙
納
入
の
場
合

は
毎
月
で
も
、
又
数
カ
月
、
数
年

と
い
う
よ
う
に
ま
と
め
て
納
め
る

こ
と
も
で
き
ま
す
が
、
こ
の
場
合

は
割
引
さ
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
印

紙
納
入
の
割
引
に
つ
い
て
は
目
下

検
討
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

◎
現
金
で
納
め
る
場
合
は
、
一
年

以
上
九
年
ま
で
は
一
年
・
三
年
、

五
年
と
い
う
よ
う
に
年
単
位
で
、

十
年
以
上
の
場
合
は
全
期
間
の
分

を
ま
と
め
て
納
め
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。こ
の
場
合
、
納
め
る
期
間

に
応
じ
て
割
引
さ
れ
ま
す
。

◎
保
険
料
が
ど
う
し
て
も
納
め
ら

れ
な
い
人
に
は
、
保
険
料
免
除
の

制
度
が
あ
り
ま
す
。
病
気
そ
の
他

の
理
由
で
保
険
料
が
納
め
ら
れ
な

い
人
は
、
そ
の
事
情
を
申
し
出
て

く
だ
さ
い
。
そ
れ
が
認
め
ら
れ
ま

す
と
納
め
な
く
て
も
よ
い
こ
と
に

な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
四
十
九
才

以
下
の
任
意
加
入
者
は
免
除
制
度

は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

◎
保
険
料
の
免
除
期
間
が
過
ぎ
た

後
で
、
経
済
的
に
余
裕
が
で
き
た

場
合
は
免
除
期
間
の
分
に
つ
い
て

も
十
年
前
ま
で
さ
か
の
ぼ
つ
て
保

険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
そ
れ
に
よ
つ
て
年
金
額
も
増

加
し
ま
す
か
ら
有
利
に
な
り
ま

す
。お

問
い
合
せ
は

足
立
区
役
所
国
民
年
金
課
　

(
(
8
8
8
)
二
一
五
一
)
及
各
出
張
所
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昭和36 年度 予算き まる
億 千 百

一般 会計総額178754 万円

昭
和
三
十
六
年
度
予
算
が
三
月
二
十

二
日
の
第
一
回
定
例
区
議
会
で
議
決
に

な
り
ま
し
た
。
そ
の
規
模
は
、
一
般
会

計
当
初
予
算
、
十
一
億
三
九
六
万
七
、

五
一
六
円
、
第
一
次
同
時
追
加
予
算
六

億
一
、八
三
二
万
六
、八
四
一
円
、
第
二

次
同
時
追
加
更
正
予
算
六
、
五
二
四
万

八
、
二
九
八
円
、
合
計
　
十
七
億
八
、

七
五
四
万
二
、
六
五
五
円
、
国
民
健
康

保
険
事
業
会
計
当
初
予
算
、
三
億
三
、

五
七
〇
万
七
七
五
円
、
質
屋
事
業
会
計

当
初
予
算
二
、
八
八
九
万
三
、
六
七
四

円
で
予
算
総
額
二
一
億
五
、
二
一
三
万

七
、
一
〇
四
円
と
な
つ
て
い
ま
す
。

こ
の
う
ち
一
般
会
計
予
算
を
前
年
度

同
期
予
算
と
比
較
し
ま
す
と
、
約
四
億

二
六
〇
万
の
増
加
と
な
つ
て
い
ま
す
。

予
算
編
成
の
方
針
と
し
て
、
教
育
事

業
、土
木
事
業
、
民
生
事
業
等
に
重
点

を
お
き
、
年
度
当
初
か
ら
見
込
み
得
る

必
要
経
費
の
年
間
予
算
を
編
成
し
ま
し

た
が
、
こ
れ
ら
の
財
源
と
し
て
、
所
得

水
準
の
向
上
に
伴
な
う
区
税
の
増
収
、

財
政
規
模
の
増
大
に
よ
る
都
か
ら
の
財

政
調
整
交
付
金
の
増
額
等
を
見
込
み
ま

し
た
。

各
款
別
計
上
額
は
別
表
の
と
お
り
で

す
が
、
こ
れ
ら
の
内
容
で
新
規
事
業
等

の
主
な
も
の
を
捨
い
出
し
て
み
ま
す
と

一
般
会
計
で
は

士
木
費
―
―
私
道
を
区
道
に
認
定
す
る

た
め
の
分
筆
登
記
料
等
の
助
成
金
一
〇

〇
万
円
、
区
内
主
要
水
路
の
浚
渫
工
事

費
三
二
五
万
円
、
大
谷
田
地
区
の
プ
ー

ル
建
設
費
八
五
〇
万
円
、
西
新
井
区
画

整
理
地
区
の
プ
ー
ル
附
帯
設
備
費
一
四

〇
万
円
、区
画
整
理
組
合
設
立
準
備
助

成
金
一
〇
〇
万
円
な
ど
。

一 般 会 計
歳 入 歳 出
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建
築
事
業
費
―
―
第
六
出
張
所
改

築
費
一
五
七
万
円
、
宮
城
地
区
の

図
書
館
建
設
費
六
九
五
万
円
。

教
育
費
―
―
中
学
校
の
特
別
教
室

充
実
費
六
三
〇
万
円
、
亀
田
小
、

蒲
原
中
の
プ
ー
ル
附
帯
設
備
費
二

四
〇
万
円
、
梅
島
第
一
小
分
校
敷

地
整
備
費
、
及
び
梅
島
公
園
交
換

整
備
費
四
二
五
万
円
、
移
動
図
書

館
「
き
ぼ
う
号
」
の
新
車
購
入
費

三
五
〇
万
円
。

民
生
事
業
費
―
―
児
童
遊
園
築
造

費
一
五
〇
万
円
。

そ
の
他
、
青
少
年
不
良
化
防
止

及
び
「
カ
と
ハ
エ
」
の
駆
除
事
業

助
成
費
二
五
〇
万
円
、
庁
舎
建
設

準
備
費
と
し
て
、
一
、
〇
一
五
万

円
等
が
あ
り
ま
す
。

第
一
次
追
加
予
算
で
は
、
小
中

学
校
々
舎
増
改
築
費
(
鉄
筋
一
〇

一
教
室
、
木
造
一
八
教
室
)
屋
内

体
操
場
建
設
費
五
校
分
、
及
び
校

地
購
入
費
二
校
分
等
の
学
校
施
設

費
に
五
億
九
二
〇
万
円
、
国
民
年

金
の
保
険
料
徴
収
に
要
す
る
年
金

印
紙
購
入
費
に
一
億
三
一
五
万
円

等
で
す
。

さ
ら
に
本
年
四
月
一
日
か
ら
都

の
事
業
の
一
部
が
区
に
移
管
に
な

り
ま
す
の
で
、
こ
れ
に
要
す
る
年

間
所
要
経
費
を
第
二
次
追
加
更
正

予
算
に
計
上
い
た
し
ま
し
た
。
こ

の
内
容
は
、
保
育
園
四
カ
所
、
簡

易
保
育
所
一
〇
所
の
管
理
費
に
、

一
、
六
六
二
万
円
、
日
の
出
町
保

育
園
の
施
設
整
備
費
に
一
、
四
三

〇
万
円
、
道
路
、
橋
梁
、
水
路
等

の
維
持
費
一
、
八
二
六
万
円
、
排

水
場
二
三
カ
所
の
管
理
費
一
、
七

二
九
万
円
等
で
す
。

次
に
国
民
健
康
保
険
事
業
会
計

は
、
前
年
度
当
初
予
算
と
比
較
し

ま
す
と
、約
四
、三
六
二
万
円
増
加

と
な
つ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
増
額

は
、
被
保
険
者
数
の
増
と
医
療
費

の
増
額
に
よ
る
も
の
で
す
。
こ
の

予
算
中
、
主
な
も
の
は
保
険
事
業

の
主
な
目
的
で
あ
る
療
養
給
付
、

助
産
費
、
葬
祭
費
等
の
保
険
給
付

費
に
二
億
八
、
七
九
一
万
円
、
巡

回
無
料
健
康
相
談
の
実
施
や
保
険

衛
生
パ
ン
フ
レ
ツ
ト
の
作
成
費
に

八
二
万
円
、
健
康
家
庭
表
彰
費
に

七
五
万
円
、こ
の
事
業
普
及
の
た

め
に
四
七
万
円
を
計
上
し
て
被
保

険
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
と
事
業
の
円

滑
な
遂
行
に
努
め
ま
し
た
。

国 民 健 康 保 険 事 業 会 計
歳 入 歳 出

第
十
七
回
婦
人
学
級

開
設
の
お
知
ら
せ

会
期
・
六
月
一
日
～
七
月
十
三
日

毎
週
月
・
木
一
時
～
四
時

資
格
・
第
十
八
出
張
所
管
内
の
一

般
婦
人
　
定
員
・
百
名

申
込
先
・
区
教
育
委
員
会
社
会
教

育
課
・
第
十
八
出
張
所
・

同
出
張
所
管
内
小
中
学
校

〆
切
・
五
月
二
十
日
(
土
)

第
二
十
四
回
成
人
学
校

開
設
の
お
知
ら
せ

会
場
・
区
立
五
中

会
期
・
五
月
十
九
日
～
七
月
四
日

毎
週
火
・
金
六
時
半
～
八

時
半
の
夜
間

資
格
・
十
八
才
以
上
の
区
民

科
目
・
謄
写
技
術
・
実
用
簿
記
・

書
道
・
速
記
の
手
ほ
ど
き

家
庭
料
理

定
員
・
各
科
目
五
十
名

申
込
先
・
区
教
育
委
員
会
社
会
教

育
課
・
梅
島
支
所
・
各
出

張
所
・
区
立
五
中

〆
切
・
五
月
十
三
日
(
土
)

(
授
業
料
は
無
料
で
す
が
、
科

目
に
よ
っ
て
各
自
負
担
と
す

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
)

お
と
ぎ
ハ
イ
キ
ン
グ

こ
ど
も
会
で
お
た
の
し
み
の
お
と

ぎ
ハ
イ
キ
ン
グ
は
六
月
四
日
(
日
)

に
行
な
う
予
定
で
す
。
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昭
和
3
6年
度

足
立
区
中
小
企
業
夏
期
融
資
案
内

足
立
区
の
中
小
企
業
、
特
に
零

細
企
業
者
の
資
金
難
を
緩
和
し
、

そ
の
振
興
助
成
を
図
る
た
め
、
次

の
要
領
に
よ
り
夏
期
融
資
を
実
施

し
ま
す
。

1
　
取
扱
金
融
機
関

足
立
信
用
金
庫
、
成
和
信
用

金
庫
、
光
信
用
金
庫
足
立
支

店
、
東
京
勧
業
信
用
組
合
足
立

支
店

2
　
融
資
総
額

二
四
〇
〇
万
円

3
　
借
入
申
込
者
の
資
格

(
1
)
　
区
内
に
住
所
及
び
事
業
所

を
有
し
、
引
続
き
一
年
以
上

同
一
事
業
を
営
ん
で
い
る
こ
と
。

(
2
)
　
昭
和
3
5
年
度
特
別
区
民
税

を
完
納
し
て
い
る
こ
と
。

但
し
、
遊
興
娯
楽
業
、
同
斡

旋
業
、
自
由
業
、
金
貸
業
等

を
除
く
。

4
　
貸
付
金
の
使
途

事
業
運
転
資
金
で
あ
る
こ
と

5
　
主
な
貸
付
条
件

(
1
)
　
貸
付
金
額
　
一
件
に
つ
き

二
〇
万
円
以
内

(
2
)
　
貸
付
期
間
　
5
カ
月
以
内

(
3
)
　
利
率
　
日
歩
二
銭
五
厘

(
4
)
　
保
証
人
　
区
内
居
住
者
で

返
済
能
力
の
あ
る
確
実
な
連

帯
保
証
人
一
名
が
必
要
で

す
。
但
し
、
担
保
の
あ
る
場

合
は
、
そ
の
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

担
保
物
権
が
固
定
資
産
の
場

合
は
固
定
資
産
課
税
台
帳
登

録
証
明
書
(
一
通
)
が
必
要

で
す
。

6
　
貸
付
日

昭
和
3
6年
6
月
1
日

7
　
申
込
手
続

融
資
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
所
定
の
書
類
(
二
通
)
を

区
役
所
又
は
梅
島
支
所
に
提
出

し
て
下
さ
い
。

8
　
受
付
期
間
及
び
時
間

昭
和
3
6
年
5
月
8
日
(
月
)

か
ら
同
月
1
2
日
(
金
)
ま
で
の

5
日
間
、
毎
日
午
前
9
時
か
ら

午
後
4
時
ま
で
。

9
　
受
付
場
所
及
び
用
紙
交
付
場

所
足
立
区
役
所
経
済
課
商
工
係

梅
島
支
所
庶
務
課
区
民
係

詳
細
に
つ
い
て
は

足
立
区
役
所
経
済
課
(
8
8
8
)
二
一
五
一

梅
島
支
所
庶
務
課
(
8
8
8
)
三
一
六
八
へ

お
問
合
せ
下
さ
い
。

区内一斉清掃日

足
立
区
新
生
活
運
動
指

導
者
会
議
に
お
い
て
、
提

案
の
あ
り
ま
し
た
一
斉
清

掃
日
は
次
の
よ
う
に
決
り

ま
し
た
の
で
、
ご
協
力
下

さ
い
。

◎
区
内
一
斉
清
掃
日

毎
月
　
国
道
(
十
三
間

道
路
)
以
東
地
域

は
、
第
二
日
曜
。

国
道
(
十
三
間
道
路
)
以
西
地

域
は
、
第
四
日
曜
。

1
　
ド
ブ
及
び
道
路
を
掃
除
し
て

下
さ
い
。

2
　
隣
り
近
所
協
力
し
て
、
朝
の

う
ち
、
短
い
時
間
で
実
施
し
て

下
さ
い
。

3
　
従
来
、
町
会
連
合
会
及
び
青

少
年
問
題
協
議
会
で
毎
月
第
四

日
曜
を
清
掃
日
と
定
め
お
り
ま

す
。

4
　
以
前
か
ら
一
定
の
日
を
定
め

て
清
掃
を
行
つ
て
い
る
地
区
は

特
に
こ
の
日
に
こ
だ
わ
ら
な
く

て
結
構
で
す
。

5
　
ド
ブ
ド
ロ
は
、
区
土
木
出
張

所
(
8
8
1
)
四
七
六
九
へ
、
ゴ
ミ
は
、

足
立
清
掃
事
務
所
(
8
8
1
)
四
九
一
六

へ
連
絡
す
れ
ば
後
日
と
り
に
ゆ

き
ま
す
。

6
　
仕
事
の
区
分
が
違
い

ま
す
の
で
、
ド
ブ
ド
ロ

の
上
に
ゴ
ミ
は
捨
て
な

い
よ
う
に
し
て
下
さ
い

7
　
ゴ
ミ
箱
は
そ
の
下
を

か
わ
か
す
た
め
一
カ
月

毎
に
場
所
を
動
か
し
て

下
さ
い
。

新生活運動

高
齢
者
に
敬
老
金
が
贈
呈
さ
れ
ま
す

東
京
都
で
は
昨
年
と
同
様
、
高

齢
者
に
敬
老
金
(
二
〇
〇
〇
円
)

を
贈
呈
し
て
敬
老
の
意
を
あ
ら
わ

し
、
あ
わ
せ
て
そ
の
福
祉
の
増
進

を
は
か
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
高
齢
者
と
は
、
毎
年
一
月

一
日
現
在
、
満
七
五
才
以
上
の
方

で
、
都
内
に
引
続
き
三
年
以
上
住

ん
で
い
る
方
で
す
。

◎
こ
と
し
(
昭
和
三
六
年
度
)
の

敬
老
金
を
受
け
ら
れ
る
資
格
は
つ

ぎ
の
と
お
り
で
す
。

(
1
)
明
治
一
九
年
一
月
一
日
以
前

に
生
れ
た
方

(
2
)
昭
和
三
三
年
一
月
一
日
以
前

か
ら
都
民
と
な
り
住
民
登
録

法
の
適
用
を
受
け
て
い
る
方

◎
申
出
書
用
紙
の
交
付

五
月
末
日
ま
で
に
地
区
の
民
生

委
員
よ
り
お
届
け
し
ま
す
。

(
注
)
五
月
末
日
ま
で
に
申
出
書

用
紙
が
届
か
な
い
と
き
は
、

近
所
の
民
生
委
員
か
福
祉
事

務
所
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。

◎
申
出
書
の
受
付

六
月
三
〇
日
ま
で
、
民
生
委
員

か
福
祉
事
務
所
で
受
付
け
ま
す

か
ら
お
早
く
申
出
て
下
さ
い
。

申
出
の
と
き
は
、
申
出
人
お
よ

び
敬
老
金
を
支
給
さ
れ
る
方
の

印
鑑
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

◎
敬
老
金
を
贈
呈
す
る
日

九
月
一
五
日
以
降
に
贈
呈
い
た

し
ま
す
。

◎
次
の
場
合
は
敬
老
金
は
受
け
ら

れ
ま
せ
ん
。

(
1
)
六
月
三
〇
日
ま
で
に
申
出
を

し
な
い
場
合

(
2
)
申
出
を
し
た
が
辞
退
し
た
場

合

(
3
)
九
月
一
四
日
ま
で
に
死
亡
し

た
場
合

(
4
)
九
月
一
四
日
ま
で
に
都
外
に

転
出
し
た
場
合

◎
申
出
の
あ
と
、
住
所
、
氏
名
等

変
つ
た
こ
と
が
あ
つ
た
と
き
は

福
祉
事
務
所
に
お
知
ら
せ
下
さ

い
。

◎
敬
老
金
の
こ
と
で
わ
か
ら
な
い

こ
と
は
近
所
の
民
生
委
員
か
福

祉
事
務
所
に
お
た
ず
ね
下
さ

い
。

千
住
竜
田
町
一
〇
番
地

東
京
都
足
立
福
祉
事
務
所

電
話
(
8
8
1
)
五
九
四
八

引
揚
者
給
付
金
の
請
求
は

五
月
十
六
日
ま
で
で
す

引
揚
者
給
付
金
支
給
法
に
よ
る

引
揚
者
遺
族
給
付
金
の
請
求
期
限

は
昨
年
か
ら
一
年
延
長
さ
れ
ま
し

た
が
、
い
よ
い
よ
、
本
年
五
月
十

六
日
で
請
求
期
間
が
終
り
と
な
り

ま
す
。ま
だ
請
求
し
て
い
な
い
方
、

書
類
の
不
備
か
ら
戻
さ
れ
て
い
る

方
は
至
急
請
求
し
て
下
さ
い
。

受
付
お
よ
び
問
合
せ
先

区
役
所
民
生
課
(
8
8
8
)
二
一
五
一
(
代
)

支
所
庶
務
課
　
(
8
8
1
)
三
一
六
八
(
代
)

都
民
葬
儀
券

東
京
都

で
は
生

活
改
善

の
一
つ
と
し
て
、
葬
儀
券
を
発
行

し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
冗
費
を
省
い
た
標
準
的

葬
儀
様
式
で
す
か
ら
ご
利
用
下
さ

い
。
扱
い
場
所
は
区
役
所
民
生
課

・
支
所
庶
務
課
。

経
費
　
葬
祭
具
(
三
段
)
四
二

五
〇
円
、
霊
柩
車
一
三
〇
〇
円
、

火
葬
料
一
四
五
〇
円
、
計
　
七
〇

〇
〇
円
。

商

店

経

営

講

習

会

と
き
　
　
5

月
1
9
日
午
后
1

時

と
こ
ろ
　

区
議
会
議
事
堂

演
題
と
講
師

「
労
務
対
策
と
経
理

」

明
大
講
師
　

宮
坂
保
清
氏

「
い
か
に
し
て
中
小
企
業
経

営
の
困
難
に
打
ち
勝
つ
か
」

早
大
講
師
　

原

祐
三
氏

買

物

状

況

調

査

区
立
中
学
二
年
生
の
女
子
生
徒

が
各
家
庭
の
買
物
状
況
を
調
査
し

ま
す

。

ま
ず
調
査
票
を
配
付
し
ま
す
の
で

ご
協
力
下
さ
い

。

調
査
期
間

5
月
1
5
日
～
2
4
日
(
1
0
日
間
)

集
計
期
間

5
月
2
9
日
～
6
月
1
7
日
(
2
0

日
間
)

電
電
公
社
か
ら
の
お
知
ら
せ

本
年
度
は
都
内
の
電
話
を
十

一
万
個
ふ
や
す
こ
と
に
な
つ
て

い
ま
す
が
、
申
込
み
は
二
十
万

ほ
ど
も
あ
り
、
こ
の
電
話
事
情

に
つ
け
こ
ん
で
、
は
や
く
架
設

し
て
や
る
な
ど
と
手
数
料
を
詐

取
し
て
い
る
も
の
が
い
ま
す
の

で
ご
注
意
下
さ
い
。
手
続
き
は

カ
ン
タ
ン
で
す
か
ら
ご
本
人
直

接
お
申
込
み
下
さ
い
。

新
設
電
話
一
加
入
の
費
用

は
、
十
六
万
三
百
円
で
す
。


